
平成２４年草加市議会２月定例会 市長提出議案等一覧 

【議案】 

第 ２号議案 平成２３年度草加市一般会計補正予算（第９号） 
第 ３号議案 平成２３年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 
第 ４号議案 平成２３年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予

算（第３号） 
第 ５号議案 平成２３年度草加市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 
第 ６号議案 平成２３年度草加市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
第 ７号議案 平成２３年度草加市介護保険特別会計補正予算（第３号） 
第 ８号議案 平成２３年度草加市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
第 ９号議案 平成２４年度草加市一般会計予算 
第１０号議案 平成２４年度草加市公共下水道事業特別会計予算 
第１１号議案 平成２４年度草加市交通災害共済事業特別会計予算 
第１２号議案 平成２４年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計予算 
第１３号議案 平成２４年度草加市駐車場事業特別会計予算 
第１４号議案 平成２４年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計

予算 
第１５号議案 平成２４年度草加市国民健康保険特別会計予算 
第１６号議案 平成２４年度草加市介護保険特別会計予算 
第１７号議案 平成２４年度草加市後期高齢者医療特別会計予算 
第１８号議案 平成２４年度草加市水道事業会計予算 
第１９号議案 平成２４年度草加市立病院事業会計予算 
第２０号議案 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 
第２１号議案 副市長及び草加市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定

について 
第２２号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
第２３号議案 草加市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 
第２４号議案 草加市税条例の一部を改正する条例の制定について 
第２５号議案 草加市立児童クラブ設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定

について 
第２６号議案 草加市子育て支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の

制定について 
第２７号議案 草加市立あおば学園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 



第２８号議案 草加市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
第２９号議案 草加市障害者ケアホーム設置及び管理条例の一部を改正する条例の制

定について 
第３０号議案 草加市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 
第３１号議案 草加市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部を改正する条

例の制定について 
第３２号議案 草加市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
第３３号議案 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 
第３４号議案 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条第３項ただし書の規模

を定める条例の制定について 
第３５号議案 草加市景観条例の一部を改正する条例の制定について 
第３６号議案 草加市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
第３７号議案 草加市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る条例の制定について 
第３８号議案 草加市火災予防条例及び草加市消防関係手数料徴収条例の一部を改正

する条例の制定について 
 

【報告】 

第 １号報告 専決処分の報告について 
第 ２号報告 専決処分の報告について 
第 ３号報告 専決処分の報告について 
第 ４号報告 平成２４事業年度草加市土地開発公社事業計画書及び予算書の提出に

ついて 
第 ５号報告 平成２４年度財団法人草加市体育協会事業計画書の提出について 
第 ６号報告 平成２４年度財団法人草加市文化協会事業計画書の提出について 
 
【請願】 

請願第 １号 日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を国に求める意見書提出

に関する請願書 
請願第 ２号 「都市再生機構賃貸住宅（旧公団住宅）を公共住宅として継続し、居

住者の居住の安定を求める意見書」提出を求める請願書 
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議 案 

 第2号議案  平成２３年度草加市一般会計補正予算（第９号） 

64,838,002千円
247,332千円

65,085,334千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款 補　正　額

 １３ 国庫支出金  △ 649,646 △ 396,720

△ 65,377

△ 266,995

△ 126,862

△ 4,025,847

623,017

138,609

1,502,623

621,145

972,845

1,947

203

△ 4,400

△ 13,000

14,850

△ 2,660

269,422

122,985

△ 15,431

 １４ 県支出金  114,980 8,140

3,853

682

54,844

11,501

7,252

2,842

6,089

19,777

１６ 寄附金 3,122 840

2,222

60

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

※番号については、歳入の特定財源及び歳出の充当先事業を表したもの。

　    　主　　　な　　　内　　　容

①  被用者児童手当負担金

②  非被用者児童手当負担金

③  被用者小学校修了前特例給付負担金

④　非被用者小学校修了前特例給付負担金

⑤　子ども手当負担金

⑥　被用者(０歳～３歳未満)子ども手当負担金

⑦　非被用者(０歳～３歳未満)子ども手当負担金

⑧　被用者(３歳以上小学校修了前)子ども手当負担金

⑨　非被用者(３歳以上小学校修了前)子ども手当負担金

⑩　小学校修了後中学校修了前子ども手当負担金

⑪　保険基盤安定負担金(国民健康保険分)

⑫　児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金

⑬　社会資本整備総合交付金　(橋りょう整備事業)

⑭　社会資本整備総合交付金　(綾瀬川左岸広場整備事業)

⑮　社会資本整備総合交付金　(都市計画街路整備事業)

⑯　社会資本整備総合交付金　(都市防災広場整備事業)

⑰  学校施設環境改善交付金　(小学校)

⑱  学校施設環境改善交付金　(中学校)

⑲  子ども手当事務費交付金

⑳  災害救助費繰替支弁金

21  被用者児童手当負担金

22  非被用者児童手当負担金

23  被用者小学校修了前特例給付負担金

24  非被用者小学校修了前特例給付負担金

25  保険基盤安定負担金 (国民健康保険分)

26  保険基盤安定負担金　(後期高齢医療分)

27  子ども手当事務費補助金

28  子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業補助金

29  ふるさとまちづくり応援基金寄附金

30  被災者支援基金寄附金

31　社会福祉施設費寄附金  
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款 補　正　額

１７ 繰入金 400,352

１９ 諸収入 17,924 8,602

9,322

２０ 市債 360,600 △ 8,100

△ 15,000

10,900

△ 23,400

32,000

243,800

120,400

合　　　　　計 247,332

　歳　出 (千 円)

款 補　正　額 特定財源

２ 総務費 11,202 29 840

⑫ 0

⑳、30 10,362

３ 民生費 △ 411,418 32 0

26、32 44,709

31 60

⑪、25 394,062

31,548

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
⑩⑲21、22、23、24、
27

△ 881,797

４ 衛生費 45,285 28 45,285

８ 土木費 △ 170,410 ⑬ △ 64,000

33 △ 21,000

△ 41,000

⑮、35 52,406

34 △ 16,390

△ 9,226

△ 18,200

⑭、36 △ 48,000

△ 5,000

⑯、37 0

・公共下水道事業特別会計繰出金
［河川課］

・今様・草加宿綾瀬川左岸広場再生整備事業
［みどり公園課］

・今様・草加宿景観形成事業
［住宅・都市計画課］

・草加駅東側都市防災広場整備事業
［住宅・都市計画課］【財源振替】

・橋りょう整備事業　［道路課］

・水辺環境整備事業　［河川課］

・排水路整備事業　［河川課］

・都市計画街路整備事業　［道路課］

・広域幹線道路整備促進事業　［住宅・都市計画課］

・草加市駐車場事業特別会計繰出金
［地域整備課］

・後期高齢者医療広域連合事務事業
［後期高齢者・重心医療課］

・社会福祉施設管理運営事業[長寿・介護福祉課]

・国民健康保険特別会計繰出金
［保険年金課］

・介護保険特別会計繰出金
［長寿・介護福祉課］

・子ども手当事業　［子育て支援課］

・予防接種事業　［健康づくり課］

39  校舎耐震補強事業債（中学校）

　    　主　　　な　　　内　　　容

・市民活動促進事業 ［みんなでまちづくり課］

・男女共同参画社会推進・支援事業
［人権共生課］【財源振替】

・被災者支援基金積立金
［市長室危機管理担当］

・高年者健康づくり推進事業　［長寿・介護福祉課］

33  水辺環境整備事業債

34  街路整備負担金事業債

35  谷塚松原線街路整備事業債

36　今様・草加宿公園整備事業債

37　草加駅東側都市防災広場整備事業債

38  校舎耐震補強事業債（小学校）

　    　主　　　な　　　内　　　容

・財政調整基金繰入金

32 長寿・健康増進事業補助金（後期高齢者・重心医療課）　　

・平成２２年度後期高齢者医療療養給付費負担金　　
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款 補　正　額 特定財源

10教育費 772,673 △ 11,803

△ 96,311

⑰、38 594,424

△ 3,734

⑱、39 290,097

 　　 合　      　計 247,332

一般会計

・繰越明許費 　（　12　事業）
(千円)

区分 繰越額

19,530

38,800

87,990

10,075

6,000

40,090

52,406

13,270

136,135

181,779

594,424

290,097

・今様・草加宿綾瀬川左岸広場再生整備事業　［みどり公園課］（防災公園南側区域）

・今様・草加宿道路整備事業　［道路課］（旧道モデル事業）

・今様・草加宿道路整備事業　［道路課］（綾瀬川左岸道路）

国の補正予算対応
２事業

・校舎等耐震補強事業（小学校） ［学校施設・給食課］

・校舎等耐震補強事業（中学校） ［学校施設・給食課］

・道路舗装改良事業　［道路課］（市道２０９５号線）

・橋りょう整備事業　［道路課］ （古川橋）

・排水路整備事業　［河川課］（A-186号水路）

通常事業
10事業

・排水路整備事業　［河川課］（大相模調節池整備に伴う排水機場負担金）

・都市計画街路整備事業　［道路課］（谷塚松原線・用地及び補償）

・都市計画街路整備事業　［道路課］（谷塚松原線・延伸部工事）

・学校施設維持管理事業（小学校）
［学校施設・給食課］

・校舎等耐震補強事業（小学校）
［学校施設・給食課］

・情報教育環境整備事業　(中学校)　[学校教育課]

・校舎等耐震補強事業（中学校）
［学校施設・給食課］

繰越事業

・放射線対策事業　 [環境課]

　    　主　　　な　　　内　　　容

・情報教育環境整備事業　(小学校)　[学校教育課]
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 第3号議案  平成２３年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 第4号議案  平成２３年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予算（第

３号） 

・継続費の補正　平成２１年度に設定した継続費事業の事業費の追加及び期間の延長

事業名　区画整理関連委託事業　(街区・画地出来形確認測量業務委託) (千 円)

年　　度 年割額 割　　合 年　　度 年割額 割　　合

21 44,100 20.0% 21 44,100 16.9%

22 88,200 40.0% 22 88,200 33.9%

23 88,200 40.0% 23 88,200 33.9%

24 40,000 15.3%

合　　計 220,500 100% 合　　計 260,500 100%

補　正　前 補　正　後

 

7,400,781千円
-104,000千円

7,296,781千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

３ 国庫支出金 △ 25,000 △ 25,000

５ 繰入金 △ 18,200 △ 18,200

８ 市債 △ 60,800 △ 60,800

　　   合    　　計 △ 104,000

　歳　出 (千 円)

款  補　正　額 特定財源

 ２ 事業費 △ 104,000 ①② △ 104,000

　 　合　       　計 △ 104,000

・公共下水道事業　繰越明許費

　（　３　事業）
(千円)

繰越額

531

13,678

6,257

・公共下水道雨水整備事業

繰越事業

通常事業

・公共下水道汚水整備事業　 (第５処理分区汚水枝線工事23-14)

・公共下水道雨水整備事業　（伝右川右岸第５・６排水区枝線２３-５)

・公共下水道雨水整備事業　（綾瀬川右岸第１４排水区中央雨水幹線２３-２)

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

①社会資本整備総合交付金

・一般会計繰入金

②公共下水道事業債

　    　主　　　な　　　内　　　容

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　
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 第5号議案  平成２３年度草加市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

 

245,119千円
-10,055千円

235,064千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

１ 使用料 △ 17,118 △ 17,118

２ 繰入金 △ 9,226 △ 9,226

３ 繰越金 16,289 16,289

　　   合    　　計 △ 10,055

　歳　出 (千 円)

款  補　正　額 特定財源

１ 事業費 △ 10,055 ① △ 10,055

２ 公債費 0 ① 0

　　   合    　　計 △ 10,055

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

①アコス地下駐車場使用料

・一般会計繰入金

・繰越金

　    　主　　　な　　　内　　　容

・アコス地下駐車場事業

・地方債償還元金【財源振替】
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 第6号議案  平成２３年度草加市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

25,040,963千円
-196,394千円

24,844,569千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

△ 666,016 △ 562,520

△ 98,310

△ 35,433

・医療給付費分現年課税分（退職被保険者　　） 22,113

・後期高齢者支援金分現年課税分（　　　〃　　　　） 3,286

・介護納付金分現年課税分（　　　〃　　　　） 4,848

４ 国庫支出金
△ 642,321

△ 604,816

△ 42,178

3,543

1,130

６ 前期高齢者交付金 760,059 760,059

７ 県支出金 △ 42,178 △ 42,178

10 繰入金 394,062 8,370

3,893

381,799

　　　合　　計 △ 196,394

　歳　出 (千円)

　　　　款  補　正　額 特定財源

１ 総務費 3,543 ③ 3,543

２ 保険給付費 133,137 ①④⑤ 282,373

⑤ △ 153,277

①⑤ 0

⑤ 3,513

528

① 0

① 0

４ 前期高齢者納付金等 0 ⑤ 0

⑤ 0

△ 342,947 ②⑥ △ 168,712

△ 174,235

11 諸支出金 9,873 9,873

　　　合　　計 △ 196,394

・過年度補助金返納金

・保険給付事業（一般高額介護合算療養費）
【財源振替】

・前期高齢者納付金等（納付金）【財源振替】

・前期高齢者納付金等（事務費拠出金）
【財源振替】

７ 共同事業拠出金 ・共同事業拠出金（医療費）

・保険財政共同安定化事業医療費拠出金

・保険給付事業（一般療養の給付）

・保険給付事業（退職者等療養の給付）

・保険給付事業（一般療養費）　【財源振替】

・保険給付事業（退職者等療養費）

・審査手数料

・保険給付事業（一般高額療養費）
【財源振替】

・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

・療養給付費助成金

　主　　　な　　　内　　　容

・県国保連合会負担金

①療養給付費負担金

②高額医療費共同事業負担金

③財政調整交付金

④災害臨時特例補助金

⑤前期高齢者交付金

⑥高額医療費共同事業負担金

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

１ 国民健康保険税 ・医療給付費分現年課税分（一般被保険者）

・後期高齢者支援金分現年課税分（　　　〃　　　　）

・介護納付金分現年課税分（　　　〃　　　　）

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　
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 第7号議案  平成２３年度草加市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 第8号議案  平成２３年度草加市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

1,629,446千円
3,789千円

1,633,235千円
補正予算の主な内容
　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

２ 繰入金　 3,789 3,789

合　　       計 3,789

　歳　出 (千 円)

款  補　正　額 特定財源

２ 後期高齢者医療広域
連合納付金

3,789 3,789

合　　       計 3,789

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・ 保険基盤安定繰入金

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・ 後期高齢者医療広域連合納付金

 

9,538,013千円
189,291千円

9,727,304千円
補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

 ３ 国庫支出金　 50,478 50,478

 ４ 支払基金交付金 75,717 75,717

 ５ 県支出金 31,548 31,548

 ７ 繰入金　 31,548 31,548

　 　合　　       計 189,291

　歳　出 (千 円)

款  補　正　額 特定財源

２ 保険給付費 252,390 ①②③ 252,390

５ 基金積立金 △ 63,099 △ 63,099

　 　合　       　計 189,291

 ・ 居宅介護サービス給付事業

 ・ 介護給付費準備基金積立金

　    　主　　　な　　　内　　　容

①介護給付費負担金　(現年分)

②介護給付費交付金　(現年分)

③介護給付費負担金　(現年分)

・介護給付費繰入金

　    　主　　　な　　　内　　　容

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   



- 8 - 

 第9号議案  ～  第17号議案  

 

 

 

 

　　　　一般会計予算（案）款別比較表
歳　入 　　           （単位：千円・％）

　　　　　   　平成２２年度 　　　　　   　平成２３年度    平成２４年度 　　　　　　比　　　　較

当初予算額 決算額 当初予算額　Ａ 最終予算額見込 当初予算（案）Ｂ 増減額　Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ×１００

１　市税 33,444,567 33,728,429 33,307,223 33,307,223 33,989,180 681,957 102.0

２　地方譲与税 503,300 462,385 441,000 441,000 460,000 19,000 104.3

３　利子割交付金 128,400 102,459 72,000 72,000 82,000 10,000 113.9

４　配当割交付金 87,100 55,043 51,000 51,000 48,000 △ 3,000 94.1

５　株式等譲渡所得割交付金 8,500 18,489 22,000 22,000 20,000 △ 2,000 90.9

６　地方消費税交付金 1,604,000 1,805,677 1,749,000 1,749,000 1,861,000 112,000 106.4

７　自動車取得税交付金 193,000 177,734 124,000 124,000 128,000 4,000 103.2

８　地方特例交付金 521,461 454,255 502,000 404,295 250,000 △ 252,000 49.8

９　地方交付税 950,000 3,461,393 2,350,000 3,704,730 2,950,000 600,000 125.5

１０　交通安全対策特別交付金 40,333 44,253 40,333 40,333 45,935 5,602 113.9

１１　分担金及び負担金 696,479 739,757 872,591 872,591 933,645 61,054 107.0

１２　使用料及び手数料 580,197 538,357 562,282 562,283 591,696 29,414 105.2

１３　国庫支出金 9,515,875 9,527,395 10,232,770 10,111,538 9,718,304 △ 514,466 95.0

１４　県支出金 3,114,177 3,391,508 3,711,107 3,878,690 3,547,738 △ 163,369 95.6

１５　財産収入 503,464 265,505 253,100 253,100 69,261 △ 183,839 27.4

１６　寄附金 1,015 23,690 1,011 10,421 804 △ 207 79.5

１７　繰入金 1,062,313 931,473 507,644 557,074 635,988 128,344 125.3

１８　繰越金 200,000 2,281,669 200,000 2,447,484 200,000 0 100.0

１９　諸収入 4,533,819 4,785,163 1,583,139 1,605,549 7,090,249 5,507,110 447.9

２０　市債 6,064,000 6,566,400 4,508,800 4,869,400 5,350,200 841,400 118.7

　　　　　合　　　　　　　計 63,752,000 69,361,034 61,091,000 65,083,711 67,972,000 6,881,000 111.3

　　　　　　　　款

平成２４年度当初予算（案）

        　　   （単位：千円・％）

　　　　 　　　平成２２年度 　　　　 　　　平成２３年度  　平成２４年度 　　　　　　比　　  　　較

当初予算額 決算額（歳出） 当初予算額　Ａ 最終予算額見込 当初予算（案）Ｂ 増減額　Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ×１００

    一　  般　  会　  計 　　　　 ① 63,752,000 66,155,785 61,091,000 65,083,711 67,972,000 6,881,000 111.3

    特　　別　  会　  計　　　　　② 42,607,779 43,312,773 44,032,593 44,640,738 47,174,272 3,141,679 107.1

公共下水道事業 7,662,904 8,524,075 7,396,404 7,296,781 8,144,305 747,901 110.1

交通災害共済事業 50,554 35,341 50,979 50,979 47,182 △ 3,797 92.6

新田西部土地区画整理事業 1,606,444 1,527,625 903,939 852,806 732,245 △ 171,694 81.0

駐車場事業 440,526 429,022 245,119 235,064 244,372 △ 747 99.7

新田駅西口土地区画整理事業 230,579 230,579 皆増

国民健康保険 22,837,885 23,059,965 24,842,302 24,844,569 26,199,164 1,356,862 105.5

介護保険 8,406,052 8,247,314 8,972,557 9,727,304 9,735,992 763,435 108.5

後期高齢者医療 1,603,414 1,489,431 1,621,293 1,633,235 1,840,433 219,140 113.5

老人保健事業  15,607 23,878

　　水 道 事 業 会 計　　　　　③ 6,883,232 6,152,046 5,779,181 5,779,181 5,881,144 101,963 101.8

    病 院 事 業 会 計　　　　　④ 10,167,873 9,480,515 13,171,396 13,171,396 12,640,507 △ 530,889 96.0

合　　　　　計　　　（①＋②） 106,359,779 109,468,558 105,123,593 109,724,449 115,146,272 10,022,679 109.5

総 　合 　計（①+②+③+④） 123,410,884 125,101,119 124,074,170 128,675,026 133,667,923 9,593,753 107.7

　　　　会　　　計　　　区　　　分
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一般会計予算（案）款別比較表

歳　出 　　           （単位：千円・％）

　　　　　　   平成２２年度 　　　　　　   平成２３年度    平成２４年度 　　　　　　比　　　　較

当初予算額 決算額 当初予算額　Ａ 最終予算額見込 当初予算（案）Ｂ 増減額　Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ×１００

１　議会費 425,978 376,040 539,848 534,158 483,993 △ 55,855 89.7

２　総務費 11,507,149 13,932,950 7,406,416 11,001,915 9,740,143 2,333,727 131.5

３　民生費 22,556,032 22,831,666 25,531,452 25,444,937 26,347,761 816,309 103.2

４　衛生費 5,262,621 5,217,911 5,819,893 5,879,175 5,969,667 149,774 102.6

５　労働費 171,658 156,555 147,485 147,771 160,915 13,430 109.1

６　農林水産業費 63,343 66,611 87,177 91,090 80,457 △ 6,720 92.3

７　商工費 346,519 427,571 346,524 372,280 305,965 △ 40,559 88.3

８　土木費 9,721,408 9,497,199 9,677,230 9,298,263 12,654,259 2,977,029 130.8

９　消防費 2,202,157 2,157,759 2,277,216 2,268,229 2,035,588 △ 241,628 89.4

１０　教育費 6,277,046 6,394,174 4,002,226 4,734,081 4,883,863 881,637 122.0

１１　災害復旧費 3 4,967 3 56,282 3 0 100.0

１２　公債費 5,118,086 5,092,382 5,155,530 5,155,530 5,209,386 53,856 101.0

１３　予備費 100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 100.0

　　　合　　　計 63,752,000 66,155,785 61,091,000 65,083,711 67,972,000 6,881,000 111.3

　　　　　款

一般会計予算（案）性質別比較表

歳　出　       　　     （単位：千円・％）

　　　　　　          平成２２年度 　　平成２３年度 　 平成２４年度 　　　    　　比　    　　　較

当初予算額 決算額 当初予算額　Ａ 当初予算（案）Ｂ 増減額　Ｂ－Ａ Ｂ／Ａ×１００

人件費 11,686,477 11,092,800 11,515,043 11,252,836 △ 262,207 97.7

物件費 8,874,521 8,703,040 9,621,410 9,587,635 △ 33,775 99.6

維持補修費 175,316 176,324 232,548 171,526 △ 61,022 73.8

扶助費 12,519,927 12,613,591 14,477,453 14,666,422 188,969 101.3

補助費等 5,777,439 5,837,989 6,676,917 6,661,704 △ 15,213 99.8

普通建設事業費 9,172,541 9,526,463 4,122,743 10,292,561 6,169,818 249.7

(1)補助事業費 1,876,539 2,675,636 516,000 1,297,829 781,829 251.5

(2)ａ 市単独事業費 3,679,754 3,282,914 3,411,323 3,890,860 479,537 114.1

　　ｂ 公社からの取得分　　　 3,616,248 3,567,913 195,420 5,103,872 4,908,452 2,611.7

公債費 5,118,086 5,092,382 5,155,530 5,209,386 53,856 101.0

積立金 3,935 1,055,086 2,376 2,240 △ 136 94.3

投資及び出資金 0 0 0 0 0 0

貸付金 708,880 2,511,738 210,458 190,961 △ 19,497 90.7

繰出金 9,614,878 9,546,372 8,976,522 9,836,729 860,207 109.6

予備費 100,000 0 100,000 100,000 0 100.0

　　　合　　　　　計 63,752,000 66,155,785 61,091,000 67,972,000 6,881,000 111.3

性質別
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 第18号議案  平成２４年度草加市水道事業会計予算 

平成２４年度草加市水道事業会計予算

1 業務の予定量

区分/年度 ２４年度 ２３年度 増　　減 比　率 備考

給水戸数 117,700戸 116,500戸 1,200戸 1.03

年間総給水量 26,830,000㎥ 26,900,000㎥ △70,000㎥ △ 0.26

2 収益的収入及び支出（税込み） 　　（単位：千円）

区分/年度 ２４年度 ２３年度 増　　減 比　率 備考

事業収益 4,312,987 4,329,480 △ 16,493 △ 0.38

事業費用 4,010,716 3,957,300 53,416 1.35

利益 302,271 372,180 △ 69,909 △ 18.78

3 資本的収入及び支出（税込み） 　　（単位：千円）

区分/年度 ２４年度 ２３年度 増　　減 比　率 備考

資本的収入 820,914 1,270,834 △ 449,920 △ 35.40

資本的支出 1,870,428 1,821,881 48,547 2.66

不足額 1,049,514 551,047 498,467 90.46

4 収支合計（税込み） 　　（単位：千円）

区分/年度 ２４年度 ２３年度 増　　減 比　率 備考

収入合計 5,133,901 5,600,314 △ 466,413 △ 8.33

支出合計 5,881,144 5,779,181 101,963 1.76

不足額 747,243 178,867 568,376 317.76
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 第19号議案  平成２４年度草加市立病院事業会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　収益的収支 〔単位:千円:％〕

平成２４年度 平成２３年度 増 　減 比　率 備考

10,355,151 8,862,846 1,492,305 16.84

入 院 収 益 6,788,036 5,617,432 1,170,604 20.84

外 来 収 益 2,625,277 2,431,583 193,694 7.97

11,171,278 9,406,687 1,764,591 18.76

給 与 費 5,558,402 5,006,340 552,062 11.03

材 料 費 2,052,566 1,609,012 443,554 27.57

経 費 2,424,650 2,145,184 279,466 13.03

減 価 償 却 費 1,007,992 615,827 392,165 63.68

資 産 減 耗 費 100,334 4,000 96,334 2,408.35

-816,127 -543,841 -272,286 50.07

92.7 94.2 -1.5 -1.59

789,720 641,203 148,517 23.16

432,458 430,261 2,197 0.51

-458,865 -332,899 -125,966 37.84

96.0 96.6 -0.6 -0.62

2,100 2,100 0 0.00

4,600 4,600 0 0.00

2,000 2,000 0 0.00

11,146,971 9,506,149 1,640,822 17.26

11,610,336 9,843,548 1,766,788 17.95

-463,365 -337,399 -125,966 37.33

　　資本的収支 〔単位:千円:％〕

平成２４年度 平成２３年度 増 　減 比　率 備考

726,301 2,939,206 -2,212,905 -75.29

企 業 債 165,000 2,451,800 -2,286,800 -93.27

負 担 金 402,976 335,511 67,465 20.11

補 助 金 158,225 0 158,225 皆増

固 定 資 産 売 却 代 金 100 100 0 0.00

新医療ｾﾝﾀ ｰ建 設補助金 0 151,795 -151,795 -100.00

1,030,171 3,327,848 -2,297,677 -69.04

病 院 改 築 工 事 費 255,675 106,168 149,507 140.82

固 定 資 産 購 入 費 453,479 591,715 -138,236 -23.36

企 業 債 償 還 金 315,017 309,031 5,986 1.94

修 学 資 金 貸 付 金 6,000 4,440 1,560 35.14

新 医 療 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 建 設 費 0 2,316,494 -2,316,494 -100.00

-303,870 -388,642 84,772 -21.81

繰入金 〔単位:千円:％〕

平成２４年度 平成２３年度 増 　減 比　率 備考

1,419,644 1,093,169 326,475 29.87

402,976 487,306 -84,330 -17.31

1,822,620 1,580,475 242,145 15.32

２　業務量

入院

平成２４年度 平成２３年度 増　減 比　率 備考

365 366 -1 -0.27%

116,660 112,500 4,160 3.70%

320 307 13 4.23%

58,186 49,933 8,253 16.53%

外来

平成２４年度 平成２３年度 増　減 比　率 備考

267 268 -1 -0.37%

249,560 241,120 8,440 3.50%

935 900 35 3.89%

10,520 10,085 435 4.31%

区　分／年　度

医
　

業

　

収
　

支

医

業
外

・

特
損

益

医 業 収 益

医 業 費 用

医 業 利 益

医 業 収 支 比 率

医 業 外 収 益

医 業 外 費 用

経 常 利 益

診療日数　　　　　　　　［日］

入院延患者数　　　　　　［人］

経 常 収 支 比 率

特 別 利 益

特 別 損 失

予 備 費

事 業 収 益

事 業 費 用

当 年 度 純 利 益

区　分／年　度

収

　
　

入

資 本 的 収 入

収 支 不 足 額

支
　

　

出

区　分／年　度

３条分

資 本 的 支 出

繰
入

金

一日平均患者数　　　　　［人］

１人一日当たり収益　　　［円］

４条分

繰　入　金　合　計

診療日数　　　　　　　　［日］

外来延患者数　　　　　　［人］

一日平均患者数　　　　　［人］

１人一日当たり収益　　　［円］

項　　　　　目

項　　　　　目
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 第20号議案  議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

１ 目的 

 地方公務員災害補償法及び障害者自立支援法の一部が改正されたことを受け、条文の

所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 地方公務員災害補償法の一部改正に伴う所要の整備 

   雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、再任用短時間である船員は、船

員保険法の対象から常勤の地方公務員である船員と同様に、地方公務員災害補償法の

規定に基づく補償対象となりましたが、非常勤職員である船員は、船員保険法、地方

公務員災害補償法のいずれの対象にもならないことから、条例による補償対象とする

ための条文の所要の整備を行うものです。 

 ⑵ 障害者自立支援法の一部改正に伴う所要の整備 

   障害者自立支援法の一部が改正されたため、条文の所要の整備を行うものです。 

内    容 改 正 条 文 

⑴ 地方公務員災害補償法の一部改正に伴う所要の 

 整備 

第１６条 

⑵ 障害者自立支援法の一部改正に伴う所要の整備 第１０条の２第２号 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 

 

 第21号議案  副市長及び草加市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定につ

いて 

１ 目的 

  市の財政状況等に鑑み、副市長及び教育長の給料月額を引き下げるものです。 

２ 内容 

  平成２４年４月１日から平成２６年１２月３１日までの間、副市長の給料を１０％、

教育長の給料を５％、それぞれ減額するものです。 

      【現行】   【改正後】 

  副市長 875,000円 → 787,500円（10％減額） 

  教育長 750,000円 → 712,500円（ 5％減額） 

３ 施行期日等 

  平成２４年４月１日から施行します。なお、この条例は、平成２６年１２月３１日で

その効力を失います。 
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 第22号議案  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的  

地方公務員法の一部が改正されたことを受け、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

 職員の給与に関する条例第１条第２項は、本条例が効力を有する期間（職階制に適合

する給料表に関する計画が実施されるまでの間）について規定をしていますが、地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

により、地方公務員法第２５条第４項が削られるため、当該条例第１条第２項を削るも

のです。 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。 

 

 第23号議案  草加市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的及び内容 

草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業の施行に当たり、同事業の経理を明確

にするため、新たに草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計を設置する

ものです。 

※国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の３特別会計は各法律の規定により設置 

２ 施行期日 

平成２４年４月１日から施行します。 

現行（７特別会計）  改正後（８特別会計） 

草加市公共下水道事業特別会計 草加市公共下水道事業特別会計 

草加市交通災害共済事業特別会計 草加市交通災害共済事業特別会計 

草加都市計画新田西部土地区画整理事業

特別会計 

草加都市計画新田西部土地区画整理事業

特別会計 

草加市駐車場事業特別会計 草加市駐車場事業特別会計 

草加市国民健康保険特別会計 草加都市計画事業新田駅西口土地区画整 

理事業特別会計 草加市介護保険特別会計 

草加市後期高齢者医療特別会計 草加市国民健康保険特別会計 

 草加市介護保険特別会計 

草加市後期高齢者医療特別会計 
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 第24号議案  草加市税条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別

税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律（平成２３年法律第１１５号）及び東日

本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確

保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第１１８号）が平成２３年１

２月２日に公布されたこと、並びに東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大

震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、地方税法の一部を改正する法律（平成

２３年法律第１２０号）が平成２３年１２月１４日に公布されたことに伴い、草加市税

条例の一部を改正するものです。 

２ 内 容 

 ⑴ たばこ税の税率変更 

   法人実効税率の引き下げにより、都道府県及び市町村の法人市民税が減収となる一

方、都道府県の法人事業税は増収となることから、都道府県と市町村の増減収を調整

するため、平成２５年度から道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲するもの

です。 

   旧３級品以外については１，０００本につき４，６１８円から５，２６２円（６４

４円の増）に、旧３級品については１，０００本につき２，１９０円から２，４９５

円（３０５円の増）に変更するものです。 

 ★１０００本当たりの国、県及び市の税額 

現  行  改 正 後 
○国の税額 
 旧三級品以外 5,302円＋特別税820円 
 旧三級品   2,517円＋特別税389円 
 
○県の税額 
 旧三級品以外 1,504円 
 旧三級品    716円 
 
○市の税額 
 旧三級品以外 4,618円 
 旧三級品   2,190円    

○国の税額（変更なし） 
 旧三級品以外 5,302円＋特別税820円 
 旧三級品   2,517円＋特別税389円 
 
○県の税額（949円減） 
 旧三級品以外   860円（644円減） 
 旧三級品    411円（305円減） 
 
○市の税額（949円増） 
 旧三級品以外 5,262円（644円増） 
 旧三級品   2,495円（305円増） 

  ※旧三級品：エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの 

        ６銘柄の紙巻きたばこ 

 ⑵ 退職所得に係る個人市民税の１０％税額控除の廃止 

   源泉分離課税とされている退職所得に係る個人市民税額の１０％を減額する特例措

置を廃止するものです。 

★現行 

退職所得に係る市民税額－（退職所得に係る市民税額×１０％）＝特別徴収すべき市民税額 

※改正により下線部分の控除が廃止 
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 ⑶ 個人市民税の均等割に係る特例 

   全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の

財源を確保するため、臨時的な措置として個人市民税の均等割を平成２６年度から平

成３５年度までの各年度分に限り、現在の均等割額３，０００円に５００円を加算し

た額とする。 

 ★均等割の標準税額 

 ⑷ 東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正 

   災害関連支出については、災害がやんだ日の翌日から１年を経過する日までに支出

した費用となっていましたが、大規模な災害その他やむを得ない事情がある場合には、

災害のやんだ日から３年を経過する日までに支出する費用も災害関連支出に追加され

ました。これに伴い、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例に関する条文の所要の

整備を行うものです。 

３ 施行期日等 

  この条例は、公布の日から施行します。 

  ただし、⑵退職所得に係る個人市民税の１０％税額控除の廃止については、平成２５

年１月１日から施行します。経過措置として、平成２４年１２月３１日以前に支払うべ

き旧条例に規定する退職手当等に係る分離課税の所得割については、なお従前の例によ

ります。 

  ⑴たばこ税の税率変更については、平成２５年４月１日から施行します。経過措置と

して平成２５年４月１日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお

従前の例によります。 

 

現  行  改 正 後 

●市民税 ３，０００円 
○県民税 １，０００円 
○市民税と県民税の合計 ４，０００円   

●市民税 ３，５００円 
○県民税 １，５００円 
○市民税と県民税の合計 ５，０００円 
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 第25号議案  草加市立児童クラブ設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

１ 目的 

  児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

条  例  名 改 正 内 容 

⑴ 草加市立児童クラブ設置及び管理条例の一部改正 引用する条文の移動 

⑵ 草加市立児童館設置及び管理条例の一部改正 引用する条文の移動 

⑶ 草加市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条

例の一部改正 

引用する条文の移動 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 

 

 第26号議案  草加市子育て支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定

について 

１ 目的及び内容 

障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、根拠法令等の改正

及び条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 根拠法令名の変更 「障害者自立支援法」 → 「児童福祉法」 

 ⑵ 引用する条文の移動 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 

 

 第27号議案  草加市立あおば学園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

１ 目的 

障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、条文の所要の整備

を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 設置目的の改正（第１条） 

現   行 改 正 後 

 知的障害の児童を日日保護者のもとか

ら通わせ保護するとともに、独立生活に

必要な知識技能を与えること 

 障害児を日々保護者の下から通わせて、

日常生活における基本動作の指導、独立

自活に必要な知識技能の付与又は集団生

活への適応のための訓練 

知的障害児通園施設 福祉型児童発達支援センター 
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 ⑵ 入園対象児の改正（第５条） 

現   行 改 正 後 

障害児施設給付費の支給を受ける児童 障害児通所給付費又は特例障害児通所給

付費の支給を受ける児童 

埼玉県による入所措置 草加市による通所支援措置 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 

 

 第28号議案  草加市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

１ 目的 

  安心して子育てができる環境づくりの推進を図るため、通院についての対象となるこ

ども医療費の支給期間を拡大するとともに、児童福祉法の一部改正に伴い、条文の所要

の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 通院におけるこども医療費の支給期間を現在の満６歳に達する日以降の最初の３月

３１日（就学前）までから、入院と同様の満１５歳に達する日以降の最初の３月３１

日まで拡大します。 

 ★通院におけるこども医療費支給期間の変更 

 ⑵ 児童福祉法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

  平成２４年１１月１日から施行します。ただし、⑵児童福祉法の一部改正に伴う条文

の所要の整備は、平成２４年４月１日から施行します。 

現  行  改 正 後 

満６歳に達する日以降の 

最初の３月３１日まで 

満１５歳に達する日以降の 

最初の３月３１日まで 
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 第29号議案  草加市障害者ケアホーム設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

１ 目的 

  障害者の福祉の増進及び自立生活の助長を図るため、草加市障害者ケアホームひまわ

りの郷において、障害者自立支援法第５条第８項に規定する短期入所を実施するもので

す。 

２ 内容 

 ⑴ 短期入所事業の実施 

  障がい者の介護者が不在となった場合に、障がい者を施設に短期間入所させ、日常生

活上の支援を行う短期入所事業を実施するものです。 

 ★変更点 

 現  行 改 正 後 

事業内容 共同生活介護 ①共同生活介護 

②短期入所 

定  員 ３０人 ①共同生活介護 ３０人 

②短期入所    ３人 

利 用 料 食材料費、家賃、光熱水費、日

用品費、その他必要となる費用 

①左記のとおり 

②左記のうち、家賃を除く費用 

 ⑵ 障害者自立支援法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

  平成２４年６月１日から施行します。ただし、⑵障害者自立支援法の一部改正に伴う

条文の所要の整備は、同年４月１日から施行します。 

 

 第30号議案  草加市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

１ 目的 

  障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い、住所地特例の適用要件その他条

文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 旧法指定施設の移行期間終了に伴う条文削除 

障害者自立支援法の一部改正により同法施行前（旧法）の指定施設の移行期間が終

了することに伴い、これらの施設に入所する障害者を対象としていた規定が無効とな

るため、当該規定を削除します。 

 ⑵ 身体障害者福祉法の改正に伴う住所地特例の追加 

   障害者自立支援法の一部改正により共同生活介護及び共同生活援助が、新たな障害

福祉サービスとして施行されることになりました。  

   これにより、身体障害者福祉法における障害者の援護の実施者に係る規定が改正さ

れ、共同生活介護及び共同生活援助の住所地特例の取扱いを新たに追加します。 
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 ⑶ 障害児施設入所者に対する住所地特例の取扱変更 

   指定障害児入所施設等に入所している障害児の住所地特例について、本人の住所地 

  （１８歳未満の場合は保護者の住所地）を基準としていたものから、当該障害児の保 

  護者（１８歳以上の場合は、１８歳になる前日の保護者）の住所地を基準として適用 

  することとします。 

 ⑷ 児童福祉法改正に伴う条文整備 

   児童福祉法の一部改正により、条文中の「障害児施設給付費」を「障害児入所給付

費」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改めます。そのほ

か、条例中で引用する同法の条文が移動することに伴う条文整備（条項ずれ）を行い

ます。 

３ 施行期日等 

  平成２４年４月１日から施行します。 

  すでに受給者証の交付を受けている受給者は、改正後に規定する受給対象者でなくな

った場合であっても、現在入所している施設等を退所するまでの間は、受給対象者とみ

なします。 

 

 第31号議案  草加市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部を改正する条例の

制定について 

１ 目的 

障害者自立支援法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

  引用する条文の移動 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 
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 第32号議案  草加市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

第五次草加市介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料率の改定を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 基準となる介護保険料の改定 

   基準となる介護保険料（第４段階）を４２，４８０円から５１，６００円に改定す

るものです。（改定率２１．５％） 

 ⑵ 保険料額の端数処理の改正 

   算出された保険料額に端数が生じた場合に切り捨てる額を１円未満から１０円未満

に改正します。 

 ★介護保険料所得段階の変更点 
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 ★介護保険料の変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 
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 第33号議案  草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

１ 目的 

 草加市の地域特性を鑑み、効率的に安全で快適なまちづくりを推進するために、特定

開発事業（中高層建築物）となる要件を本市の実情に即した内容に見直し、あっせん及

び小規模開発事業の手続の明確化を図るとともに、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ⑴ 特定開発事業（中高層建築物）となる要件の改正 

   商業地域、工業地域及び工業専用地域内で、その他の用途地域に、条例に規定する

日影を生じさせる建築物等の内、道路、河川等のみに日影を生じさせる建築物等は、

特定開発事業の手続を不要とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ あっせんの申出ができる当事者が明確になるように改正 

   特定開発事業以外の事業について、当事者の範囲を明文化します。 

  ★あっせんの申出ができる当事者 

現  行 改 正 後 

 事業者等及び近隣住民をいう。  事業者等、近隣住民及び開発区域の

敷地境界線からの水平距離が２０メー

トルの範囲内の建築物の所有者、管理

者、居住者等をいう。 
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 ⑶ 小規模開発事業の廃止手続の改正 

   小規模開発事業について、小規模開発事業標識を設置した場合は、小規模開発事業

申請書の提出がなくても廃止手続（中止の手続）を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ その他条文の所要の整備等 

   規定の明確化や号ずれ等、所要の整備をします。 

３ 施行期日 

  平成２４年７月１日から施行します。 
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 第34号議案  公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条第３項ただし書の規模を定

める条例の制定について 

１ 目的 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、知事の権限であっ

た届出面積の規模を定める規定が市長の権限に移ることになったため、新たに条例を制

定するものです。 

２ 内容 

  土地の所有者が、第三者に土地を売買する場合、対象地が都市計画区域（道路、河川

等）に含まれるときは、売買前に届出の義務がありますが、その届出面積を１００平方

メートル以上（従前の県条例と同様）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 

 

 第35号議案  草加市景観条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による景観法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

  引用する条文の移動 

３ 施行期日 

  公布の日から施行します。 
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 第36号議案  草加市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による公営住宅法の一部改正に伴い、公営住宅の入居者資格条件の整備を行う

ものです。 

２ 内容 

  草加市の市営住宅に入居するためには、原則として同居親族要件（現に同居している

か又は同居しようとする親族があること。）が条件の一つとなっています。ただし、例

外として一定の高齢者や障害者等の特に居住の安定を図る必要がある者については、単

身者でも入居が可能としております。 

  このような中、公営住宅法から同居親族要件等が平成２４年４月１日の施行日をもっ

て廃止されることとなり、これまで同様の同居親族要件を存続させるとともに、引き続

き単身入居に対する一定の制限が必要となるため、条例の整備を行うものです。 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 

 

 第37号議案  草加市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条

例の制定について 

１ 目的 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による水道法の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等

に関する基準を新たに制定するものです。 

２ 内容 

 ⑴ 布設工事監督者 

  ① 水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う布設工事監督者を配置す

る工事を定めます。 

  ② 布設工事監督者の資格を定めます。 

 ⑵ 水道技術管理者 

   水道技術管理者の資格を定めます。 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日から施行します。 
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 第38号議案  草加市火災予防条例及び草加市消防関係手数料徴収条例の一部を改正する

条例の制定について 

１ 目的 

危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い、危険物の品名（炭酸ナトリウム過酸化

水素付加物）が追加されるとともに、浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の技術上の基

準が新たに設けられたことによる同貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料を定

めるものです。 

２ 内容 

⑴ 草加市火災予防条例の一部改正 

  炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物の品名に追加されることにより、新たに

指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるも

のの一定の貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準並びに位置、構造及び設備の技術上の

基準について、経過措置を講じるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 草加市消防関係手数料徴収条例の一部改正 

  浮き蓋付特定屋外タンク（容量が１，０００キロリットル以上）を有する特定屋外

タンク貯蔵所の安全性を確保するために、当該貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技

術上の基準が新たに設けられたため、これらの設置許可の申請に対する審査の手数料

を新たに設けるものです。 
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★新たに設ける区分及び手数料の額 

 
区  分 

 
手数料の額 

 
浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以
上5,000キロリットル未満のもの 

1,120,000円 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以
上10,000キロリットル未満のもの 

1,330,000円 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以
上50,000キロリットル未満のもの 

1,480,000円 

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以
上100,000キロリットル未満のもの 

1,830,000円 

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル
以上200,000キロリットル未満のもの 

2,120,000円 

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル
以上300,000キロリットル未満のもの 

4,330,000円 

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル
以上400,000キロリットル未満のもの 

5,570,000円 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル
以上のもの 

6,770,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

  草加市火災予防条例の一部改正は平成２４年７月１日から施行し、草加市消防関係手

数料徴収条例の一部改正は同年４月１日から施行します。 
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報 告 

 第1号報告  専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２３年１１月２７日午後１時４５分頃、普通自動車が市道２０１２２号線を走行

中、草加市青柳八丁目２１３３番３０地先において対向車を避けようと後退した際、３

級基準点のマンホールを跳ね上げ、車両を破損したものです。 

２ 損害賠償の額 

  １６６，０８１円 

３ 専決処分日 

  平成２４年１月２０日 

 

 第2号報告  専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２３年９月２１日午後７時３０分頃、草加市立せざき保育園に設置していた物置

小屋の屋根が台風による強風で飛ばされ、隣接する駐車場に駐車していた普通自動車を

破損したものです。 

２ 損害賠償の額 

  ７９３，６００円 

３ 専決処分日 

  平成２４年１月２５日 

 

 第3号報告  専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２３年１２月１４日午前１０時３０分頃、草加市高砂二丁目９番１号を歩行中、

一見して破損しているとは予見できない歩道のタイルにつまずき、左ひざを負傷したも

のです。 

２ 損害賠償の額 

  １４６，９１０円   

３ 専決処分日 

  平成２４年２月１３日 

 

 第4号報告  平成２４事業年度草加市土地開発公社事業計画書及び予算書の提出につい

て 

 第5号報告  平成２４年度財団法人草加市体育協会事業計画書の提出について 

 第6号報告  平成２４年度財団法人草加市文化協会事業計画書の提出について 




